
■厚生労働大臣の定める掲示事項■ 

 

１ 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

２ 入院基本料について 

・一般病棟における看護職員配置状況 

当病棟では厚生労働大臣が定める基準（一般病棟入院基本料 10 対１） 

による看護を行っています。 

当病棟では１日に 10 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

時間帯ごとの配置は次の通りです。 

・朝９時～夕方 5 時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 6 人以内です。 

・夕方 5 時～朝 9 時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 17 人以内です。 

・療養病棟における看護職員配置状況 

当病棟では厚生労働大臣が定める基準（療養病棟入院基本料１） 

による看護を行っています。 

当病棟では１日に 6 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と同じく１日に６人以 

の看護補助者が勤務しています。 

時間帯ごとの配置は次の通りです。 

・朝９時～夕方 5 時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 10 人以内です。 

・夕方 5 時～朝 9 時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 40 人以内です。 

３ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制意思決定支援及

び身体的拘束の最小化について 

  当院では入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、

7 日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療

安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化についての基準を

満たしております。 

４ 近畿厚生局長への届出事項 

・入院時食事療養及び入院時生活療養について 

当院では入院時食事療養（Ⅰ）入院時生活療養（Ⅰ）の届け出を行っており、管理栄養士によって

管理された食事を適時（夕食午後６時以降）、適温で提供しています。 

５ 明細書の発行状況に関する事項 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の

際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しており

ます。 



なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、

御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の

発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

６ 保険外負担に関する事項 

●特別の療養環境の提供について 

当院では個室使用料として下記の料金をご負担いただいております。 

 

病室番号 室料差額（税込） 摘要欄 

215 10,340 円 一般病棟個室 

207・208・210・211・212・213・216・

217・218・220・221・222・223・227・228 

7,040 円 一般病棟個室 

206・225・226 5,500 円 地域包括個室 

12・13 4,400 円 療養病棟個室 

 

●180 日を超える入院について 当院では 180 日を超える長期入院の入院患者さんには、 

下記の料金をご負担いただいております。 

入院料区分 ご負担いただく料金（1 日につき）（税込） 

急性期一般入院料４ 2,635 円 

特別入院基本料 1,161 円 

 

●その他サービスに関わる費用について 

紙おむつ代、各種診断書などにつきましては、使用料、利用回数に応じた 

実費のご負担をお願いしております。（詳細は下記の料金表をご確認ください。） 

文書 料金（税込） 

1） 後遺症・年金受給・身体障害者認定等に関する診断書、証明書 5,500 円 

2）1）と同じ程度の詳細もしくは、複雑な診断書等 

  （例えば、裁判所・弁護士等への提出用） 

5,500 円 

3） 死亡診断書 

 

5,500 円 

4）生命保険・損害保険提出用及びこれに類する目的の診断書、

証明書 

5,500 円 

5）第 3 者行為（交通事故・その他の事故・闘争など）にかかる

もので主に警察に提出するもの 

3,300 円 

6）会社、学校等へ提出する比較的簡単な診断書等 3,300 円 

7）就学・受験・就職等の健康診断書（なお、健康診断そのもの

の費用は別途、原則自費診療となります） 

3,300 円 



※本規定料金は、すべて 1 通あたりの料金です 

 


